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市への手続きの流れ（車いす及び車いす付属品、移動用リフト以外の場合）

基本調査の結果による判断

（P4～5参照）

市への手続き不要

保険給付対象 保険給付対象外

・特殊寝台、特殊寝台付属品

・床ずれ防止用具、体位変換器

・認知症老人感知器

・自動排泄処置装置

医師の医学的な所見により判断され、

かつ、サービス担当者会議等適切なケ

アマネジメントによる判断

市への確認手続きが必要。

確認依頼申請書と必要書類を

提出

〈判断基準③〉

〈判断基準①〉

該当 非該当

非該当該当


